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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅箔が接着された樹脂フィルムを使用し、前記銅箔をエッチング加工して樹脂フィルム
上に垂直プローブを含む導電部を形成し、この垂直プローブ付の樹脂フィルムを複数枚積
層し半導体チップの電極パッドに前記垂直プローブの先端部を一括接触させて半導体チッ
プの回路検査を行うためのプロープ組立体において、
　前記垂直プローブを含む導電部が平行バネ構造を有する略平行四辺形のリンク機構を形
成しており、
　　前記平行バネ構造を有する略平行四辺形のリンク機構は一端側に前記垂直プローブを
有し、他端側を支持部として略水平方向に延びるカンチレバー構造であり、さらに、
　前記支持部の、前記略平行四辺形のリンク機構とは反対側には湾曲部とともに回路基板
の接続パッドに接続する端子部が設けられ、
　前記垂直プローブを有する前記樹脂フィルムを、適切な間隔で積層し、所望の格子配列
の、垂直プローブの先端部に設けられた入力部を有し、
　前記積層された樹脂フィルムには、当該樹脂フィルムを積層した時に電気接続部となる
プローブの前記端子部の位相が所定の等ピッチでずれるように、それぞれの樹脂フィルム
上であらかじめ前記端子部の配置をずらして形成されており、
前記銅箔をエッチングする際、導電部以外の部分も銅箔を除去せずに残してダミー部を形
成し、樹脂フィルムの補強部材とし、
前記導電部とダミー部との間の樹脂フィルム面に絶縁性接着剤を充填した、
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ことを特徴とするプローブ組立体。
【請求項２】
　前記平行バネが曲げ変形されたリンク機構であることを特徴とする請求項１記載のプロ
ーブ組立体。
【請求項３】
　前記平行バネの開口に対応する樹脂フィルム部分に開口部が設けられていることを特徴
とする請求項１記載のプローブ組立体。
【請求項４】
　前記垂直プローブとの間をリンク機構および導電部を介して接続するとともに回路基板
の接続パッドと接触する端子部を備えたことを特徴とする請求項１記載のプローブ組立体
。
【請求項５】
　前記端子部はプローブ付樹脂フィルムを積層した時にそれぞれの配置位置が等ピッチで
ずれる様に各樹脂フィルムに形成されていることを特徴とする請求項４記載のプローブ組
立体。
【請求項６】
　前記リンク機構および端子部はその近傍に切りこみ部を設け、カンチレバー構造とした
ことを特徴とする請求項４記載のプローブ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＳＩなどの電子デバイスの製造工程において、半導体ウエハ上に形成され
た複数の半導体チップの回路検査に使用するプローバ装置のプローブ組立体に関し、特に
、半導体チップ上に配列される回路端子（パッド）に対しウエハ状態のまま垂直型プロー
ブを接触させ、一括して半導体チップの電気的導通を測定するプロービングテストに使用
するプローバ装置のプローブ組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体技術の進歩に伴って電子デバイスの集積度が向上し、半導体ウエハ上に形成され
る各半導体チップにおいても回路配線の占めるエリアが増加し、そのため、各半導体チッ
プ上の回路端子（パッド）の数も増加し、それにつれてパッド面積の縮小化、パッドピッ
チの狭小化などによるパッド配列の微細化が進んでいる。同時に、半導体チップをパッケ
ージに収納せずに、ベアチップのまま回路基板等に搭載するチップサイズパッケージ（Ｃ
ＳＰ）方式が主流になりつつあり、そのためには、半導体チップに分割する前のウエハ状
態での特性チェックや良否判定がどうしても必要となる。
【０００３】
　特に、パッド配列が微細化（狭ピッチ化）したことで問題となるのは、電子デバイスの
電気的特性試験や回路検査の際に、半導体チップのパッドに接触させて電気的導通を得る
ためのプローブの構造を、パッド配列の微細化に合せたものとしなければならないという
ことであり、このパッド配列の微細化の進歩に対応するために種々な測定手段が用いられ
ている。
【０００４】
　例えば、被検査半導体チップのパッドと検査装置との間に、外力に対して弾性的に変形
する弾性変形部を有する複数の針状プローブをエリア配列したプローブ組立体を介在させ
る手段がある。このプローブ組立体と半導体チップの試験回路とを電気的に接続する手段
として、プローブカードと呼ばれるプリント配線基板が用いられている。
【０００５】
　一般にプローブカードにおいて、片持梁のカンチレバー構造を有する針状のプローブを
採用した場合は、半導体チップのパッドと接触するプローブの先端部分は狭ピッチである
。しかし、プローブカードと接続している根元の部分は、プローブが先端部分から放射状
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に広がって配置されることからピッチを粗くすることができ、プローブをプローブカード
の回路端子に半田付け等の接続手段で固着することが可能であった。しかし、このカンチ
レバー構造は、パッドと接触する際に先端が水平方向にずれるためパッドに傷をつけたり
、また、パッドから外れて測定歩留まりの低下を招くなどの問題がある。さらに、チップ
１個ずつの測定しか出来ない、プローブ１本ずつの取りつけ精度にばらつきがあり一定接
触圧のコントロールが難しいなどの問題があった。
【０００６】
　このカンチレバー構造に代わる垂直型プローブ、すなわち、プローブがプローブカード
の回路端子に垂直に固定された垂直型プローブにおいては、半導体チップ上のパッドピッ
チとプローブカード上の回路端子ピッチとが同等のピッチ間隔で構成されることが必要と
なる。しかし、プリント配線基板であるプローブカード上では回路パターンを微細化する
には製造技術上の限界があり、従って回路端子の占める面積や配線幅もパッドピッチに合
わせた要求を満たすことは困難である。さらに、半田付け可能なピッチ間隔にも限界があ
るため、微細化が進むにつれて垂直型プローブを半導体チップのパッドピッチに合せてプ
ローブカードに垂直に固定することは不可能であった。
【０００７】
　このように、プローブカード上では、平面的エリアが回路端子面積の他に回路配線幅に
よって占有される割合が大きく、回路端子の狭ピッチ化を妨げている。そこで、プローブ
カードに多層プリント配線基板を使用し、回路端子を格子状あるいは２列千鳥型に配列し
、層間の配線をスルーホールを介して電気的に接続することによって垂直型プローブの本
数を維持する手段も採られている。しかし、このスルーホールの占める空間が大きくなる
ため、スルーホールの存在が回路端子配列の狭ピッチ化を妨げる原因にもなっている。こ
のように、垂直型プローブをプローブカードに固定しようとすると、回路端子の狭ピッチ
化の困難性に加えて半田付け作業に高度な技術と多大な人的工数を必要とし、高価なもの
になっていた。これらの問題を解決するために、本発明者等は、垂直型プローブ組立体を
提案し、かつその垂直型プローブ組立体を用いたプローバ装置についても既に提案してい
る（特許文献１および特許文献２を参照）。
【０００８】
　本発明者等により提案された従来例としての垂直型プローブ組立体は、特許文献１の図
２２および特許文献２の図４に示すようにリボン状（短冊状）の樹脂フィルム面に銅薄板
を貼り付け、この銅薄板をエッチングすることによって樹脂フィルム面に湾曲部を有する
垂直型の銅プローブを形成し、このプローブ付の樹脂フイルムを複数枚積層させて垂直型
プローブ組立体を構成するものである。
【０００９】
　この垂直型プローブ組立体は、樹脂フィルムを積層した構造であるためきわめて狭いエ
リアに複数のプローブを配置することが可能であり、また、樹脂フィルムには開口部が設
けられていて、プローブは垂直部の途中が開口部の縁に沿って湾曲形成されており、プロ
ーブ先端部がパッドに接触した時の圧力による歪を樹脂フィルムの開口部とプローブの湾
曲部とで吸収する構造となっている。
【００１０】
　このように、測定時にプローブおよび樹脂フィルムに加わる圧力をいかに逃がすかにつ
いて、発明者等は樹脂フィルムの開口部の大きさや形状、プローブの湾曲形状を工夫する
ことによって種々の形状を提案している。しかし、せっかく狭ピッチ化に適応したプロー
ブ組立体が提供できても樹脂フィルムやプローブの加工が繁雑になってはコスト高になり
兼ねない。そこで本発明は、樹脂フィルムに形成するプローブの形状をカンチレバー構造
に近い単純な構造とし、樹脂フィルムの開口部形成などの製作工数も含めて加工を容易に
した垂直型プローブ組立体を提供するものである。
【特許文献１】　特開２００４－２７４０１０号公報
【特許文献２】　特開２００５－３００５４５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記したように、本発明者等が既に提案したフィルム積層型の垂直型プローブ組立体を
用いたプローバ装置は、狭ピッチ化されたパッドピッチ、例えば４５μｍピッチ以下（例
えば２０μｍピッチ）の半導体チップに対しても測定が可能な装置である。しかも、プロ
ーブの組立に際し半田付けあるいは樹脂による固定手段を用いることなく自動組立が可能
であるため、低コストの多量生産が可能であり、また、チップパッドに対し垂直に一括接
触できることから全てのプローブに対し均等に接触圧をコントロールできるなどの大きな
利点が得られている。
【００１２】
　本発明は、これらの利点を生かすとともに樹脂フィルムに形成するプローブの形状をカ
ンチレバー構造に近い単純な構造とし、樹脂フィルムの開口部形成などの製作工数も含め
て加工を容易にした垂直型プローブ組立体を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、銅箔が接着された樹脂フィルムを使用し、前記銅箔をエッチング加工して樹
脂フィルム上に垂直プローブを含む導電部を形成し、この垂直プローブ付の樹脂フィルム
を複数枚積層し半導体チップの電極パッドに前記垂直プローブの先端部を一括接触させて
半導体チップの回路検査を行うためのプローブ組立体において、前記垂直プローブを含む
導電部が平行バネ構造を有する略平行四辺形のリンク機構を形成しており、前記平行バネ
構造を有する略平行四辺形のリンク機構は一端側に前記垂直プローブを有し、他端側を支
持部として略水平方向に延びるカンチレバー構造であり、さらに、前記支持部の、前記略
平行四辺形のリンク機構とは反対側には湾曲部とともに回路基板の接続パッドに接続する
端子部が設けられ、前記垂直プローブを有する前記樹脂フィルムを、適切な間隔で積層し
、所望の格子配列の、垂直プローブの先端部に設けられた入力部を有し、前記積層された
樹脂フィルムには、当該樹脂フィルムを積層した時に電気接続部となるプローブの前記端
子部の位相が所定の等ピッチでずれるように、それぞれの樹脂フィルム上であらかじめ前
記端子部の配置をずらして形成されており、前記銅箔をエッチングする際、導電部以外の
部分も銅箔を除去せずに残してダミー部を形成し、樹脂フィルムの補強部材とし、前記導
電部とダミー部との間の樹脂フィルム面に絶縁性接着剤を充填した、ことを特徴としてい
る。
【００１４】
　また、本発明は、前記平行バネ構造を有する平行四辺形のリンク機構が一端側に前記垂
直プローブを有し、他端側を支持部として水平方向に延びるカンチレバー構造であり、ま
た、前記平行バネが曲げ変形されたリンク機構であり、また、前記平行バネの間の樹脂フ
ィルムに開口部が設けられているか、あるいは開口部が設けられていないことを特徴とし
ている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のプローブ組立体は、プローブ付樹脂フィルムにおける垂直プローブの構造を平
行バネ構造としたことによって、従来の問題点であったカンチレバー針の先端の動きに比
べ水平方向の移動距離を少なくすることができる。このことは、半導体チップのパッド面
積が微小化されても、カンチレバー構造のプローブが適用できることを意味する。また、
従来の垂直プローブは狭ピッチになるにつれて細くする必要があり、湾曲部の弾性強度に
限界があったが、本発明では湾曲部を設けなくても平行バネを用いたカンチレバー構造と
することによって弾性強度に充分対応できるものである。さらに、湾曲部のような複雑な
構造をとる必要がないため、銅箔のエッチング加工も容易となり、製作コストを削減する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
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　以下に図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１（ａ）、（ｂ）、（
ｃ）はそれぞれ垂直プローブの先端部の動きを説明する原理図である。なお、垂直プロー
ブの先端は半導体チップ等のパッドに接触するまでは垂直状態を保っている。
【００１８】
　図１（ａ）において、長さＬのカンチレバー１１の先端部に取り付けられた垂直プロー
ブ１２は先端部が半導体チップ等のパッド部１３の上面に対し垂直に対向しており、他端
は支持部１４に取り付けられて水平状態にある。次いで、検査のためにパッド部１３を上
昇させるか支持部１４を下降させると垂直プローブ１２の先端部とパッド部１３の上面が
接触し、長さＬのカンチレバー１１は計算上約（１／３）Ｌの位置を中心として回転し、
垂直プローブ１２の先端部はパッド部１３の上面に接触しながら長手方向に距離ｄ０だけ
大きく移動する。その結果、垂直プローブ１２の先端部がパッド部１３から外れたり、パ
ッド部１３の上面が削られたり傷を残すことになる。
【００１９】
　この弊害を無くすために、図１（ｂ）に示すようにカンチレバー１１の構造を平行バネ
１５によるリンク構造とし、リンク１６の一端に垂直プローブ１２を設けている。このリ
ンク構造によれば、垂直プローブ１２に図１（ａ）と同じ垂直方向の接触荷重が加わった
としても、リンク構造であるため垂直プローブ１２の先端部の移動量ｄ１は、
ｄ１＜ｄ０

となり、ごくわずかな移動量に押さえることができる。
【００２０】
　図１（ｃ）はカンチレバーを構成する平行バネ１５の形状をあらかじめ変形させておく
リンク構造を示すもので、この場合も垂直プローブ１２の先端部の移動量ｄ２は、
ｄ２＜ｄ０

となり、ごくわずかな移動量に押さえることができる。
【００２１】
　次に、図１で説明した原理を応用した本発明に係る垂直プローブ付樹脂フィルム（以下
、単にプローブ付フィルムと称する）の第１の実施形態について、図２の平面図を用いて
説明する。図２に示すように、樹脂フィルム面に形成されるカンチレバー構造のプローブ
は厚さ２０μｍのベリリウム銅薄板を使用し、この銅薄板を厚さ５μｍのポリイミド樹脂
フィルムに貼り付けたものをエッチング加工して形成する。
【００２２】
　このプローブ付フィルムは垂直プローブ１２と、この垂直プローブ１２を一端側で保持
する平行バネ１５と、平行バネ１５を他端側で支持する支持部１４とで形成され、垂直プ
ローブ１２の先端部のみが樹脂フィルム（図示せず）の外にわずか突出している。平行バ
ネ１５の寸法は、例えば図２に示すように１本のバネ幅ａが２０μｍであり、リンク１６
の全体幅ｂが０．４～１ｍｍとする。この例のように、バネ幅が細い場合には平行バネ１
５の間の樹脂フィルムには開口部を設けないで樹脂フィルム自身に耐変形強度を持たせる
ようにし、銅薄板のみを加工して平行バネ１５を補強する構造としてもよい。
【００２３】
　図３は垂直プローブの第２の実施形態を示す平面図である。この図において、２５は樹
脂フィルムを示す。この樹脂フィルム２５は垂直プローブ１２の先端部を除きプローブ構
成全体が収まるだけのリボン形状を備えている。平行バネ１５は一端側に垂直プローブ１
２を有し、他端側に支持部１４を有する。平行バネ１５は水平方向に対し角度θだけ傾け
たリンク構造となっている。これは図１（ｃ）の変形構造の例である。
【００２４】
　また、支持部１４には、回路基板１８の接続パッド１９に接触し垂直プローブ１２との
間の電気接続部となる端子部１７が湾曲部２２を介して形成されている。また、このプロ
ーブ付の樹脂フィルム２５を積層させたときに、積層樹脂フィルムを貫通させて樹脂フィ
ルム２５の位置決めおよび固定部となる支持棒を通す穴２０が設けられている。この垂直
プローブを有する樹脂フィルム２５を複数枚積層させたものがプローブ組立体である。さ
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らに本実施形態の特徴は、平行バネ１５の間の樹脂フィルム２５の開口部に相当する部分
に、開口を設ける代わりに逆に銅箔をダミー部材２１として残し、樹脂フィルム２５およ
び平行バネ１５の耐変形強度を高めるための補強板の役目を果たしている。
【００２５】
　同様に、支持部１４にも平行バネ２４が設けられており、この支持部１４の部分におけ
る平行バネ２４間にもダミー部材２３を設けることによって補強板の役目を果たしている
。また、支持部１４にも平行バネ２４を設けたことによって、回路基板１８の接続パッド
１９との電気的接続の際に湾曲部２２とともに端子部１６までもが弾力的に変形し、電気
的接続を容易にしている。
【００２６】
　図４は、図３で説明したプローブ付フィルムを積層した状態を示す図である。ただし、
図４では樹脂フィルムは図示されておらず、プローブと平行ばねおよび支持部の部分のみ
を積層した状態が示されている。図４から分かるように、プローブ付フィルムを積層した
時に電気接続部となる端子部１７の位相が等ピッチｐでずれるように、それぞれの樹脂フ
ィルム上であらかじめ端子部１７の配置をずらして形成されている。これは端子部１７と
接続する回路基板１８の電気接続部の接続パッド１９を設ける際に、接続パッド１９が配
置し易いようにあらかじめ斜め方向に配置された接続パッド１９に合わせたものである。
【００２７】
　図５は本発明の第３の実施形態を示す平面図である。本実施形態の特長は、樹脂フィル
ム上の平行バネを形成する部分に開口部および切込みを設けたことと、回路基板との電気
的接続のための端子部を設ける部分にも切りこみを設けた点である。図に示すように、樹
脂フィルム２５に貼り付けられた銅箔は、導電部となる部分と補強部を兼ねた電気的にダ
ミー部材となる部分とに分離して形成されている。導電部となる部分は一端側に垂直プロ
ーブ１２が形成され、他端側には回路基板１８の電気接続部である接続パッド１９と接触
する端子部１７が形成されている。ダミー部材２６、２７を設ける理由は、銅箔の厚さが
２０μｍであるのに対し樹脂フィルム２５の厚さが５μｍと薄いため、プローブ付フィル
ムとしての変形強度を保つために設けている。
【００２８】
　また、垂直プローブ１２は平行バネ１５を備えたリンク機構となるように形成され、平
行バネ１５の間の樹脂フィルム部分には開口部２８が設けられ、また、リンク機構と平行
に切り込み２９が設けられて垂直プローブ１２を含むカンチレバー構造となっている。ま
た、端子部１７に沿って切り込み３０が設けられており、端子部１７も切り込み長さに応
じたカンチレバー構造となっている。このように、プローブ部を平行バネ機構によるカン
チレバー構造としたことによって、導電配線３１の幅を広く採ることができるので、従来
構造である一本の垂直プローブの途中に湾曲部を設ける構造に比べて樹脂フィルムの変形
強度をより高めることができる。また、端子部１７もカンチレバー構造としたことによっ
て、回路基板と垂直プローブとを電気的に接続させる際に弾性接触による接続だけで済む
ので、回路基板とプローブ組立体との取り付けを容易に行なうことができる。
【００２９】
　また、垂直プローブ１２と端子部１７をつなぐ導電配線３１とダミー部材２６、２７と
の隙間には、電気的絶縁性とフィルム強度を保つために絶縁性接着剤３２を流し込み、補
強用のスペーサーとしている。さらに、垂直プローブ１２の近傍の樹脂フィルム２５には
、樹脂フィルム２５を積層する際の位置決めおよび固定を行うための棒を通す穴２０が開
けられている。この棒を通す機能については、上述の特許文献２（特開２００５－３００
５４５号公報）で説明済みであるのでここでは省略する。なお、図５中、符号３５，３６
，３７で指示される線は本発明の説明にとっては意味のない線であり、無視されるべきも
のである。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本提案を含めたプローブ付樹脂フィルムは、半導体デバイスの狭ピッチ化に対応した回
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路検査装置（プローバ）に適用できるものであり、例えば、直径３００ｍｍで半導体チッ
プが数十から数百個形成されたウエハの一括検査にも充分追従できる機能を備えている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】　本発明に係る垂直プローブの動きを示す説明図である。
【図２】　本発明に係る垂直プローブの第１の実施形態を示す平面図である。
【図３】　本発明に係る垂直プローブの第２の実施形態を示す平面図である。
【図４】　本発明のプローブ組立体を説明する斜視図である。
【図５】　本発明に係る垂直プローブの第３実施形態を示す平面図である。
【符号の説明】
【００３２】
１１　　カンチレバー
１２　　垂直プローブ
１３　　パッド部
１４　　支持部
１５　　平行バネ
１６　　リンク
１７　　端子部
１８　　回路基板
１９　　接続パッド
２０　　穴
２１　　ダミー部材
２２　　湾曲部
２３　　ダミー部材
２４　　平行バネ
２５　　樹脂フィルム
２６　　ダミー部材
２７　　ダミー部材
２８　　開口部
２９　　切り込み
３０　　切り込み
３１　　導電配線
３２　　接着剤
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